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令和６年度第１回佐倉市総合教育会議議事録  

 

 

期  日    令和６年７月１７日（水）  

開  会    午後１時３０分  

閉  会    午後２時２０分  

場  所    佐倉市役所  社会福祉センター３階中会議室  

 

出席者  

佐倉市長                   西田三十五  

佐倉市教育委員会教育長             圓城寺一雄  

佐倉市教育委員会教育長職務代理者        吉村真理子  

佐倉市教育委員会委員              菅谷 義範  

佐倉市教育委員会委員              熊倉 夏子  

佐倉市教育委員会委員              柴内  靖  

 

説明職員  

企画政策部長                  向後 昌弘  

企画政策部企画政策課長             上野 裕子  

魅力推進部文化課長               富田健一郎  

教育委員会事務局教育部長            緑川 義徳  

教育委員会事務局教育総務課長          宮崎由美子  

教育委員会事務局学務課長            村上 武宏  

教育委員会事務局指導課長            榎本 泰之  

教育委員会事務局教育センター所長        神成 裕尊  

教育委員会事務局社会教育課長          舎人 樹央  

 

事務局職員  

企画政策課計画推進班長             秋葉 一幸  

教育総務課教育総務班長（企画政策課併任）    千々岩和代  

教育総務課企画財務班長（企画政策課併任）    伊藤 浩司  

 

 

 

企画政策部長    こんにちは。定刻となりましたので、ただいまから令和６

年度第１回佐倉市総合教育会議を開催させていただきたいと

存じます。皆様方におかれましては、ご多忙の中、ご出席を

賜り誠にありがとうございます。私、総合教育会議を所管し

ております企画政策部部長の向後でございます。どうぞよろ
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しくお願いをいたします。  

         本日は、２名の方の傍聴が来られておられます。傍聴の皆

様におかれましては、お手元の傍聴要領に従いまして、ご協

力のほどよろしくお願いをいたします。  

         それでは、議事に入る前に、市長からご挨拶を申し上げま

す。  

 

西田市長     皆さん、改めましてこんにちは。市長の西田でございます。

本日は、大変ご多用の中、令和６年度第１回佐倉市総合教育

会議にお集まりをいただきまして、ありがとうございます。

また、日頃より佐倉の子どもたちの健やかな成長のため、ご

尽力をいただきまして誠にありがとうございます。昨年度は、

教育委員の皆さんからご意見をいただきながら新たな佐倉市

教育大綱を策定をすることができましたこと、厚く御礼を申

し上げます。  

         さて、この教育大綱の冒頭でもお示しいただきましたとお

り、ＩＣＴの進展や少子高齢化のさらなる進行、新型コロナ

ウイルスによる価値観の変化など、子どもや教育を取り巻く

環境は急激に、そして著しく変容しております。このような

情勢の中、子どもたち一人一人が尊重され、どのような変化

にも対応できる生き抜く力を育むため、私たち大人が必要な

教育環境を整備していくことが大変重要であると認識してお

ります。そのためには、教育現場での課題、子どもたちの育

ちに関する課題を多くの関係者の皆さんと共有し、大綱に位

置づけた４つの基本方針に基づく取組を組織の垣根を越えて

確実に進めていきたい、このように考えております。  

         この総合教育会議は、教育の政治的中立性、継続性、安定

性を確保しながら、私市長と教育委員会との意思疎通を図り、

地域の教育課題やあるべき姿を共有しながら、市民の皆さん

の思いを反映した教育行政を推進していくために設置された

ものであります。子どもたちが笑顔で、そして元気に学校で

学べる環境をつくってまいりたいと思いますので、皆様方の

お力添えを引き続きよろしくお願い申します。また、本日は

皆さんの貴重な意見を頂戴いたしたいと思っております。ど

うぞ本日はよろしくお願い申し上げまして、私からの冒頭の

挨拶とさせていただきます。本日は、どうぞよろしくお願い

いたします。  

 

企画政策部長    市長、ありがとうございました。  
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         それでは、早速ではございますが、本日の議事に移ってい

きたいと存じます。  

         以降の進行につきましては、市長にお願いしたいと思いま

す。よろしくお願いいたします。  

 

【協議・調整事項】 

 

①令和６年度教育大綱に基づく佐倉市の教育施策について  

 

西田市長      それでは、本日は令和６年度の第１回目の教育委員会会議

ということで、式次第に沿って議事を進めてまいりたいと思

います。  

         本日は、協議・調整事項が１件、報告事項が２件でござい

ます。  

         初めに、令和６年度佐倉市教育大綱に基づく佐倉市の教育

施策について、事務局からの説明を求めます。  

 

企画政策課長    市長。  

 

西田市長      上野企画課長。座ったままでどうぞ。  

 

企画政策課長    企画政策課長の上野でございます。着座でご説明させてい

ただきます。ありがとうございます。私のほうからは、令和

６年度教育大綱に基づく佐倉市の教育施策について、これま

での経緯を含めまして簡単なご説明をさせていただきます。

この後、資料を用いて教育総務課長から詳細ご説明差し上げ

ます。  

         最初に、教育大綱についてでございますが、地方公共団体

の教育、学術及び文化の振興に関する総合的な施策の大綱と

しまして、地方公共団体の長が総合教育会議における協議を

経て定めることとなっております。本市における現教育大綱

につきましては、第３次佐倉教育ビジョン及び第５次佐倉市

総合計画基本構想、関連する個別計画等を踏まえつつ、昨年

度の総合教育会議において委員の皆様方にご協議いただきま

して、本年２月に改定をさせていただいております。本日お

示ししている資料につきましては、大綱の４つの基本方針ご

とに市長部局及び教育委員会が進める施策を整理したもので

ございまして、大綱の進捗管理に活用している重点事業に加

え、本年度新たに取り組む事業や拡充事業についても記載を
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しております。今年度の事業の予定について、特にポイント

となる部分を中心に、教育総務課長よりご説明を差し上げた

いと思いますので、よろしくお願い申し上げます。  

 

西田市長      ありがとうございました。  

 

教育総務課長    市長。  

 

西田市長      宮崎課長。  

 

教育総務課長    教育総務課長の宮崎でございます。着座にて失礼をいたし

ます。令和６年度教育大綱に基づく佐倉市の教育施策につい

て、私のほうから説明をさせていただきます。  

         資料の１をお願いいたします。主な事業を抜粋してご説明

いたします。資料の１ページをお願いいたします。基本方針

１、生きる力を育む学校教育を充実させ、人権・平和教育を

推進します。上段の網かけ、確かな学力、１、確かな学力の

向上では、ＧＩＧＡスクール構想の推進に重点的に取り組ん

でまいります。全ての児童生徒の状況に応じて、効果的に教

育ができる環境を整備してまいります。  

         続いて、下段網かけ、豊かな心、１、心の教育の充実では、

重点事業である部活動の地域移行の推進につきまして、昨年

度は市内で１部活のみであった休日部活動指導の民間委託を

拡充し、 11校全てで１部活ずつ委託を実施いたします。部活

動の地域移行を推進し、地域との関わりの中で子どもたちの

スポーツ、文化、芸術活動に親しむ資質、能力を育んでまい

ります。  

         続きまして、資料の３ページをお願いいたします。基本方

針２、学校・家庭・地域が連携・協働し、安心できる教育環

境を整備します。網かけ、地域に開かれた学校運営、１、地

域に開かれた学校づくりでは、通学路の安全確保に重点的に

取り組んでまいります。児童生徒の登下校時の交通安全の確

保を図るとともに、不審者対策を進めてまいります。学校、

保護者、地域の方々と共に行うアイアイプロジェクトを継続

するほか、登下校時における巡回パトロールを実施すること

により、児童生徒の登下校時の安全確保に努めまいります。  

         続きまして、資料４ページをお願いいたします。４、いじ

めや不登校等への対応の充実では、いじめ防止対策の推進に

重点的に取り組んでまいります。いじめ対策に関する協議会
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や調査会、いじめ防止子供サミットを開催するとともに、学

校支援アドバイザーを各学校に派遣し、生徒指導の諸問題に

対し指導、助言を行うなど、子どもの小さなトラブルから丁

寧に捉え、いじめの早期発見と適切かつ迅速な組織対応を進

めてまいります。また、外部機関との連携を強化し、いじめ

に関する研修など全体で意識の向上を図ってまいります。  

         続きまして、基本方針３、生涯にわたる学びを支援します。

網かけ、生涯にわたる学びの支援、資料５ページに移りまし

て、２、生涯学習における「佐倉学」の推進を御覧ください。

こちらでは、社会教育課、公民館、図書館が連携しながら、

佐倉学子供作品展の開催、リーフレットの配布やパネル展示

などの情報発信、佐倉学講座の実践など、市民が佐倉学に触

れる機会を広く提供し、市民の郷土愛醸成を目指してまいり

ます。  

         次に、資料の６ページ、基本方針４、歴史・文化資産の保

全、活用を推進し、芸術・文化を振興しますでは、網かけ、

歴史・文化の保全活用、１、歴史文化資産の保全・活用にお

いて、井野長割遺跡の保全・整備と活用に重点的に取り組み

ます。整備検討委員会の開催、学校や市民大学等への講師派

遣などを通じて、国指定史跡である井野長割遺跡への理解を

深めてまいります。  

         議事１、令和６年度教育大綱に基づく佐倉市の教育施策に

ついてのご説明は以上でございます。よろしくお願いいたし

ます。  

 

西田市長     ありがとうございます。  

         ただいま事務局から教育大綱に基づく本年度の教育施策に

ついてご説明がございましたが、委員の皆さんからご意見を

頂戴したいと思います。よろしくお願いいたします。  

 

菅谷委員      はい。  

 

西田市長      菅谷委員。  

 

菅谷委員      まず、内容の前に、本年度から文化課が教育委員会を離れ

ています。それで、今日は魅力推進部の富田課長さんにおい

でいただいているのですが、今まで教育委員会で文化課の仕

事をやっていたわけなのですけれども、これから先やっぱり

魅力推進部からこういう会議に出席を継続していただかない
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と、なかなか教育委員会と文化課の意思疎通ができなくなる。

それから、我々教育委員としてはほとんど情報が入ってきて

いないのです、文化課が教育委員会に入っていたときと比べ

ますと。そうなると、やはり教育委員としては、教育だけで

はなくて、やっぱり文化、それから社会活動というか、それ

についてもやはりいろいろ意見をお話ししたいと思うので、

ぜひもう少し意思の疎通とか連絡とか、情報交換とかができ

るような環境をつくっていただければいいかなと思いますの

で、その辺はちょっと検討していただければと思います。  

 

企画政策部長    はい。  

 

西田市長      では、企画部長。  

 

企画政策部長    企画、向後でございます。ご意見ありがとうございます。

いろいろな事情があって、この４月から文化課が私ども市長

部局の魅力推進部に配置をされたわけですが、今ご指摘いた

だいたように、我々もいわゆる魅力推進という、どちらかと

いうと観光に重きを置いているセクションになるのですが、

やはり文化財等々も佐倉市の魅力の一つという形での今回の

判断だというふうに我々受け止めていますが、やはりこの会

議もそうなのですけれども、いわゆる教育委員会と市長部局

がしっかりと連携しながら、いろんな物事を対応していかな

ければいけないというのは重々これまでも認識してきたとこ

ろでございますので、今ご指摘いただいたような文化の側面

につきましても、引き続き教育委員さん、あるいは教育委員

会と連携取るような形はしっかりと確保していきたいという

ふうに思っておりますので、引き続きお願いしたいと思いま

す。  

          以上です。  

 

菅谷委員      はい。  

 

西田市長      菅谷委員。  

 

菅谷委員      ありがとうございます。名称が魅力推進部所属ということ

になりましたので、どうしても観光とか学術から離れた分野

が重点を置かれているような印象になってしまいます。です

から、やっぱり文化ですから学術、それからその辺の分野も
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しっかりやっていただければありがたいなと思います。  

 

西田市長      ありがとうございます。  

         ほかに。  

 

熊倉委員      はい。  

 

西田市長      では、熊倉委員。  

 

熊倉委員      ありがとうございます。熊倉です。資料１の１ページ、下

のほうの豊かな心、１、心の教育の充実のところです。（２）

番の重点事業として、部活動地域移行の推進と、あとは拡充

事業として休日部活動指導の民間委託の実証実験とあります

が、現在分かる範囲で構いませんので、例えば生徒ですとか、

あとは保護者、あとは学校、先生方から何か満足度的なもの、

ご意見などございましたら、お聞かせいただければと思いま

す。  

 

指導課長      市長。  

 

西田市長      榎本課長。  

 

指導課長      指導課長、榎本でございます。保護者に対しまして、地域

クラブ満足度の調査を行ったところ、この取組に対して満足、

やや満足と回答いただいた方は全体の 62％、どちらとも言え

ないが 28％、やや不満が 10％でございました。満足度は、全

体の６割を超えているものの、約 30％の方はまだ始まったば

かりのためか、どちらとも言えないとの回答でした。今後は、

やや不満、不満と回答いただいた方の理由を精査しまして、

対応していくことで満足度をさらに伸ばしていきたいと考え

ております。  

         以上でございます。  

 

熊倉委員      はい。  

 

西田市長      熊倉委員。  

 

熊倉委員      ありがとうございます。熊倉です。アンケートのほうも既

に実施していただいているということで、もちろんこれから
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まだ始まったばかりでというところで、どちらとも言えない

ですとか、また不満の声、こちらをしっかりと拾い上げてい

ただいて、今後につなげていただくというのは当然のことか

と思うのですけれども、もう既に６割を超える方にご満足い

ただけているということ、このよい声というのをさらに広げ

ていただいて、そのよい声がどんどん広がることで、また満

足度が広がる、そして保護者の方から子どもたちに広がって

いくというふうになると、すごくよいのかなと思いますので、

ぜひ引き続きよろしくお願いいたします。ありがとうござい

ます。  

 

西田市長      ありがとうございます。  

         ほかに。  

 

柴内委員      はい。  

 

西田市長      柴内委員。  

 

柴内委員      では、２点お願いします。  

         まず、１点目は１ページの豊かな心、さっきの（２）の部

分で、これは意見として、やはり今教職員の業務負担等もあ

りますし、また部活動の移行についてはやっぱり今一番大き

な課題、これは佐倉市だけではなくて全国的な問題だと思う

ので、やはり教員の負担軽減、さらには教育効果性を高める

やり方の中で学校要望をきちんと聞きながら、部活動の地域

移行の推進を今後も進めてもらえればと思います。体育の授

業関係もあると思いますし、今これからの時代の中で求めら

れているものを、どんどんこうやって進めていくのが大切だ

と思いますので、拡充していっていただけたらと思います。

これは意見です。  

         それから、もう一点なのですが、佐倉学の推進ということ

で、私が現場にいる頃からやはり佐倉学ということで進めて

いるわけですけれども、今回新しいお札の関係で津田梅子さ

んの関係がありますので、元々の津田仙あるいは津田梅子さ

んの件を、これを契機にする、もう一度子どもたちにアピー

ルしていただいて、佐倉学、自分たちの住んでいるふるさと

がどういうところかというのを、これからもなるたけ進めて

もらいたいと思いますので、佐倉学の推進をこのまま重点で

お願いできればと思います。  
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         以上です。  

 

西田市長      ありがとうございます。  

 

教育長職務代理者  市長。  

 

西田市長      吉村職務代理者。  

 

教育長職務代理者  ４ページのいじめや不登校等への対応の充実というところ

で、重点のところでいじめ防止対策推進事業ということで、

先ほども早期発見、対応に努めていただくということなので

すが、特に今何か課題になっている点というのはないのかど

うかというのをちょっとお伺いしてよろしいでしょうか。  

 

指導課長     市長。  

 

西田市長      榎本課長。  

 

指導課長     指導課長、榎本でございます。課題につきましては、いじ

めの様態につきましては、最も多いのが冷やかしやからかい  

というようなところが件数が多くなっています。そのため各

学校には、指導課のほうから言語環境を整えるということが

非常に大切であって、そこを子どもたちに意識させるという

こと、あとは教員自らも言葉使いには注意しながら行うこと

で、いじめの未然防止に向けて十分つながっていくというこ

とを期待できますので、今現状では言葉使いが課題だなと捉

えております。  

         以上でございます。  

 

西田市長      ありがとうございました。  

 

菅谷委員      ちょっとよろしいですか。  

 

西田市長      菅谷委員。  

 

菅谷委員      ２ページの健やかな体というところです。今、佐倉市は給

食が自校方式になっていまして、これ児童生徒にとっても温

かい給食が食べられて、それから栄養士さんがそれぞれ工夫

をして細かく栄養のバランスを取って考えていただくという
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ことで、センター方式よりかなり体というか児童生徒にとっ

てはいいことだと思います。ただ、物価の高騰とか、それか

ら統廃合の問題がありますので、なかなかそれを継続してい

くことは難しいかと思うのですけれども、これから先やはり

子どもの将来の健康づくりということから考えますと、自校

方式をそのまま続けていただくほうが非常にありがたいなと

いうことがありますので、ぜひその辺の推進をお願いしたい

と思います。  

 

企画政策部長    いいですか。  

 

西田市長      では、向後部長。  

 

企画政策部長    すみません、今ご指摘いただいて、自校式は佐倉の売りと

してこれまで長年やらせていただいてまいりました。最近に

なって近隣の市町村でも始まっているというところで、今現

状において佐倉市がやめる選択肢はないのかなと思っており

ます。そんな中で、今年度は保護者さんの若干支援にもつな

がるような形で、主食についてパン代と御飯代、お米代につ

いて公費負担という形で支援をいたしまして、給食費の値上

がりの抑止につながればなというところで考えております。

将来的に政府のほうでも、千葉県で始まっている３子以降の

無償化ですとか、国による無償化なんていう話もちらほら我

々のところにも届いてきますので、そういった国、県の動き

を注視しながら、佐倉市として無償化と今やっている自校方

式と維持できるような形での財源確保を含めた検討は継続し

ていきたいと思っております。  

         以上です。  

 

西田市長      ありがとうございます。  

 

熊倉委員      はい。  

 

西田市長      では、熊倉委員。  

 

熊倉委員      恐れ入ります。熊倉です。もう一点よろしいでしょうか。

資料１の２ページ、中段、すこやかな体の（６）番です。拡

充事業として、民間プールとの連携による水泳授業の取組と

ありますが、来年度以降この取組、さらに広げていく予定と
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いうことでよろしいでしょうか、お伺いします。  

 

指導課長      市長。  

 

西田市長      榎本課長。  

 

指導課長      指導課長、榎本でございます。小学校における民間プール

を活用したプール授業についてですが、昨年度までは２校で

実施しておりましたが、今年度から４校加えまして６校に拡

充いたしました。保護者、子どもたちからの反応は、非常に

よいと学校から報告を受けております。また、学校のほうか

らも教職員がプールの管理の必要がなくなったため、教職員

の負担がかなり軽減されたであるとか、子どもたちの熱中症

のリスクがなくなったと、天候に左右されずにプールの授業

が実施できるというようなご意見をいただきまして、今後も

学校からはぜひ継続してほしい旨のお話を伺っております。

また、佐倉市の取組を参考にしたいと、県内外から多くの自

治体から問合せも非常に多く来ている状況です。今後は、関

係各課と協議しながら、実施校の拡大に向けて検討していき

たいなと考えております。  

         以上でございます。  

 

熊倉委員      はい。  

 

西田市長      熊倉委員。  

 

熊倉委員      ありがとうございます。実際に水泳の授業というと、何と

なく過去のことでいうと泳ぎを教わるといったイメージが強

かったと思うのですけれども、会の初めに市長のほうからも

ご挨拶ありましたように、生き抜く力というところでは、今

のやはり水に対してどう行動するかというところも含めて、

水泳泳指導の時間ってとても大切かなというふうに思いま

す。本当に天候にかかわらず、そして今やはり熱中症のリス

クであるとか、あとは紫外線非常に気にするお子さん、保護

者の方も多くいらっしゃると思いますので、ぜひこちらどん

どん広げていただいて、また他市、他県からもモデルとなる

ような取組ということで、先ほどお話にもありました自校給

食と併せて佐倉の売りになるといいかなと思いますので、ぜ

ひよろしくお願いいたします。  
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西田市長      ありがとうございます。  

 

柴内委員      はい。  

 

西田市長      柴内委員。  

 

柴内委員      せっかくなので、今のプールの関係で、同じように推進を

図ってもらいたいのですけれども、その途中の中で今メリッ

トの部分だとか、いろいろ教育効果の問題だったり、そうい

うのをもう一回検証していただいて、まとめておいていただ

いて拡充しながら、その辺を整理してもらって推進していく

のが一番いいかなと思いますので、ぜひその部分については

対応していただけたらと思います。やはりそういうプールに

ついては、管理の問題であったり教員職員の指導体制の問題

だったり、様々な課題もありますので、こういう民間プール

との連携ということが非常に重要だと思いますので、よろし

くお願いしたいと思います。  

         それから、もう一点ちょっと確認で、３ページに学校の教

育環境の整備の中の（７）、各学校による児童生徒の「読書

の時間」への支援って書いてあるのですけれども、読書の時

間というのは、これ朝読の関係を言っていますかね。  

 

教育センター所長  はい。  

 

西田市長      神成所長。  

 

教育センター所長  以前は佐倉の教育の施策に朝読書という文言がありました

ので、朝読書を推奨しておりましたが、今カリキュラムの取

り方の工夫を各学校に促しているところで、読書についても

各学校の判断に任せておりますが、基本的には朝とは限らず

一斉で読書する時間をなるべく取るようにという形で、各学

校には推奨しているところでございます。  

 

柴内委員      はい。  

 

西田市長      柴内委員。  

 

柴内委員      柴内です。読書の時間、朝読が始まったときに、最初はや
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っぱり大丈夫かなというような現場の声があったのです。時

間的な問題であったりいろいろ、ただ始めてみると、やはり

子どもたちの読解力が身についたり、あるいは本好きな子が

増えていったりとか、それから生徒指導的にいえば、非常に

朝入れることによって落ち着いた生活をスタートできるとい

うメリットがあって、思ったより教育効果が高いなという感

想があったのですけれども、そういう意味ではこの読書の時

間、朝読に限らずというような話もあると思うのですけれど

も、この読書の時間を大切にしてもらえたらいいかなという

ことが一つと、ここで言っている支援というのは、具体的に

は例えばどういう支援を想定しているのですか。  

 

教育センター所長  はい。  

 

西田市長      神成所長。  

 

教育センター所長  教育センターの神成です。基本的に読書の時間に対する支

援というのは、学校図書館司書を雇用して読み聞かせをして

もらったりとか、国語科の司書教諭、担当教諭を集めて研修

会議を行って、読書のやり方の工夫を伝えたりしながら支援

をしているところでございます。  

 

柴内委員      分かりました。これからも支援をお願いできればと思いま

すので、よろしくお願いします。  

         以上です。  

 

西田市長      ありがとうございます。本当に皆さんの質問を受け、私も

思ったのは、まずは地域移行、これは学校の先生の中にも私

は部活動指導をやりたいという先生もいらっしゃるというこ

となので、やっぱりそこも強調して今度はいろんな形ができ

ると思うので、あとはその地域移行を、教育長、一つのチャ

ンスと捉えて、やっぱりそういう例えばですけれども、女子

野球とかなかなか１つの学校ではできないけれども、３つ集

まれば１チームできると、やっぱりそういう形の中で子ども

たちが夢を持ってできるようにやっていただきたいと思いま

す。  

         あと、先ほど菅谷委員と熊倉委員から出た給食の問題です

けれども、我々も議会を通らせていただきまして主食につい

て公費負担をしておりまして、栄養士さんからよくお話を聞
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けば、非常に給食で高騰しているので、おかずにお金を回す

ことができてありがたいというお手紙も頂戴しています。そ

ういう点で、自校式は努力しながら続けていきたいと思って

おります。  

         また、先ほどの中のプール、この時期になって中学のほう

に行って事故があったとか非常にあります。こういう点で、

議会の中でも質問も出ている。特に服を着た形の中で泳ぎを

する。例えば靴を履かないと、なかなか何があるか分からな

いから靴を履いて水泳をするとかという、そういう指導もや

はりプロの方からやってもらうということで考えられるの

で、私はこういうふうに移行していくというか、民間に移行

していくということは専門家の知識がある方に指導を受けた

ほうが安心なのかな、特にこういう佐倉の子どもたちがやっ

ぱり印旛沼という大きなもの、川も抱えていますので、そう

いう指導というのは大切だと思いますので、それは専門的に

やっていただけたらなと思っています。今の皆さんの意見を

尊重して、教育長とともに進めてまいりたいと思います。  

         では、よろしいですか。  

 

菅谷委員      ちょっといいですか。  

 

西田市長      では、菅谷委員。  

 

菅谷委員      先ほど佐倉学の話が出ました。児童生徒にとっては、学校

で枠が取られていますから、その辺の認識はかなりあると思

うのですけれども、市民意識調査を見ますと、やっぱり大人

のほうが意識かなりまだ低いということで、図書館を使った

り公民館を使ったりして佐倉学を広めるということはやって

くれていると思うのですけれども、今佐倉学、前からやって

いて周りの市町村でも何とか学というのを取り入れようかと

いうことですが、リーディングケースということですので、

元がもっと充実していたほうがよろしいだろうということ

で、その辺の推進をしっかりやっていただければありがたい

なと思います。非常に文化の高い地域ですので、その辺はよ

ろしくお願いいたします。  

 

企画政策部長    市長。  

 

西田市長      向後部長。  
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企画政策部長    ありがとうございます。既にご存じだとは思うのですけれ

ども、今回先ほどもお話があった津田梅子さんのお札の件か

ら始まって、実は津田仙さんのお孫さん、今もう一人の方が

佐倉市にお住まいになって、その方のつながりから、この３

月に青山学院大学と包括連携協定を締結させていただいてお

ります。やはり津田家ゆかりの学校と、これまでも津田塾と

は連携協定結んでおりますが、そういった佐倉市で生まれ育

った方々の、いわゆる佐倉学に出てくるような、登場されて

くるような方たちを題材にした市民向けの講座ですとか、そ

ういった充実も図りながら佐倉学というものを、学校だけで

はなくて大人の世代にも普及をしていければと思っておりま

すので、引き続き皆さんのご指導とかご助言をいただければ

と思います。  

         以上です。  

 

西田市長      ありがとうございます。よろしいですか、先生。  

 

菅谷委員      はい。  

 

西田市長      よろしいですね。皆さんからそれぞれ様々な意見を頂戴を

いたしました。ありがとうございます。ただいま皆さんから

いただいた意見等を踏まえつつ、着実に各施策を進めてまい

りたいと思います。  

 

【報告事項】  

 

①いじめ問題に関する取組状況について  

 

西田市長      続きまして、報告事項に移りたいと思います。  

         いじめ問題に関する取組状況について、事務局からの説明

を求めます。  

 

指導課長      はい。  

 

西田市長      榎本課長。  

 

指導課長      指導課長の榎本でございます。私からは、いじめ問題に関

する取組状況についてご報告させていただきます。  
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         まず初めに、事業に係る取組状況ですが、資料にあります

（１）のいじめ問題対策連絡協議会、これにつきましては法

務局佐倉支局、児童相談所、佐倉警察署等の外部関係機関、

それと市校長会、学校評議員、市ＰＴＡの代表者が一堂に会

しまして、佐倉市の関係各課といじめに関する取組について

意見を交換し合う貴重な機会となっております。今年度は、

７月 12日金曜日に開催いたしました。  

         続いて、（２）のいじめ対策調査会につきましては、例年

年２回開催しておりますが、定例のものに加えて、発生した

いじめの事案内容によっては臨時に開催することを計画して

います。弁護士や医師、大学教授等、各専門的な知見を有す

る委員の先生方から、佐倉市のいじめ問題対策やいじめの未

然防止に係る取組について貴重なご意見をいただき、佐倉市

のいじめ問題対策が一層推進する機会にしたいと考えており

ます。  

         次に、（３）の児童生徒を対象としたいじめ防止子供サミ

ットですが、今年度は８月２日金曜日に開催する予定となっ

ておりまして、いじめ問題におけるＳＯＳの出し方について

議論する予定です。このサミットは、子どもたちの積極的な

意見交換があり、子どもの視点ならではの意見に私たち大人

も気づかされることが多くございます。  

         続いて、（５）の学校支援アドバイザーですが、５名雇用

しており、それぞれが６から７校を巡回する形で各校に行き、

子どもたちの支援や管理職、教職員への助言を行っておりま

す。いじめ問題の解決に尽力していただいております。この

いじめ防止子供サミットと学校支援アドバイザーの取組は、

佐倉市のいじめ問題に関する特徴的な事業であると考えてお

ります。  

         次に、２の令和５年度の市内のいじめの状況についてご報

告させていただきます。認知件数は小中学校合わせて 583件報

告されております。これは令和４年度と比較しますと 61件増

となっております。各学校は、小さなトラブル等についても

丁寧に把握し、適切に対応に当たっております。初期対応次

第では、予期せぬ方向に発展することがあるため、生徒指導

研修会等においても初期対応を含めた解決に向けた流れにつ

いて指導しております。今後とも、各学校が丁寧に子どもた

ちの状態を見取り、組織的に対応することができるよう支援

してまいります。いじめの内容と発見のきっかけにつきまし

ては、資料のとおりとなっております。今後も子どもたちの
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状況をきめ細やかに見守りまして、学校支援アドバイザーと

連携図りながら、早期発見、即日対応を合い言葉にいじめ問

題に真摯に取り組んでまいります。  

         私からは以上でございます。  

 

西田市長      課長、ありがとうございました。ただいまの事務局の説明

について、皆様からご意見を頂戴したいと思います。よろし

くお願いいたします。  

 

菅谷委員      はい。  

 

西田市長      菅谷委員。  

 

菅谷委員      説明ありがとうございました。小中学校いじめの状況、令

和５年度なのですけれども、ここ件数が 61件増えていると、

これはよりきめ細かな報告ということでのご説明だったと思

います。つい最近の千葉県の病院局が病院の医療事故の報告

をしているのですけれども、これも増えているのです。これ

の説明が、やはり同じように細かい事故も見逃さないで報告

していると、件数が増えて、数字だけ見るとちょっと大変な

ことになっているのかなと思うのですけれども、その辺はき

ちっと報告されているということで、その報告を受けたこと

についてのいろいろな状況、内容の調査とか、その辺を欠か

さないようにということで、やっぱり増えれば増えるほど人

員が必要になったり、それから手間がかかってくるというこ

とになりますから、報告が増えたからきめ細かくなったとい

うことだけではなくて、きちっとその後の対応をお願いでき

れば、やっぱりいじめの内容も悪質化しないうちに摘み取れ

るのではないかと思いますので、よろしくお願いします。  

 

西田市長      ほかに。  

 

柴内委員     はい。  

 

西田市長      柴内委員。  

 

柴内委員     （３）のいじめ防止子供サミットで、ここに書いてあるの

ですけれども、いじめ防止については、子どもたち、児童生

徒の率直な意見というのが視点として非常に重要かなと思っ
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ているのです。先ほど課長のほうから、思ってもいないよう

な意見が出たりすると、これはサミットで終わっただけでは

なくて、重要なのは各学校に持ち帰ってもらって、児童生徒

だから児童会あるいは生徒会あたりを中心に、もう一度話し

合う、あるいはサミットの出た意見を基に話し合ったり、そ

ういうことが僕は重要ではないかなと思いますので、これに

ついてはサミットやって終わりでなく、ここに書いてあるよ

うに、その取組を広めることを各学校にまた依頼していただ

いて、また特徴的な効果性のあるものが見つかったら、こう

いう教育委員会の場などでもご報告をいただけたらありがた

いなと思いますので、これは要望ですので、よろしくお願い

いたします。  

         以上です。  

 

西田市長      ありがとうございます。  

 

教育長職務代理者  市長。  

 

西田市長      吉村職務代理者。  

 

教育長職務代理者  本当に認知件数が増えていて、細やかな対応をされている

とのことなのですが、２の（３）の発見のきっかけのところ

で、保護者と本人の訴えというのは当然なのですが、やはり

アンケートというのがすごくいじめの発見に子どもたちから

大きいというように言われていますので、このアンケートの

実施というのは佐倉市の場合にはどんな形で、いつも決まっ

たときにされているのか、ちょっとアンケートの実施につい

てですが、伺います。  

 

指導課長      市長。  

 

西田市長      榎本課長。  

 

指導課長      指導課長、榎本でございます。いじめアンケートにつきま

しては、各学校が年間において計画的に実施しております。

非常に多いのが各学期ごとに行うという学校が非常に多いで

す。それに加えまして、定期的な３回のアンケートだけでは

何か大きな議案があったりとか、いじめに対してちょっと学

校のほうでこれは問題が多いなというときには、加えてアン
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ケートを学校のほうで行っております。この辺につきまして

は、指導課のほうで確認と整理しながら学校と連携して対応

しております。  

         以上です。  

 

教育長職務代理者  市長。  

 

西田市長      吉村職務代理者。  

 

教育長職務代理者  アンケートを取られた後の対応が大変かなと思いますけれ

ども、やはり一番発見できるものですので、声を上げるとい

うところで今後とも細やかに対応いただきと思います。  

         あと、先ほど言語環境の教育ということで、非常に日頃か

らの教育として大事なところかなと思うのですが、例えばア

サーショントレーニングとか、そういうあまり威張った感じ

で言わないとか、あとあまり、もじもじ言わないで本当にフ

ラットに自分の言いたいことを、言語環境の教育って例えば

どんなふうな形でされているかとか、ちょっともう一度お分

かりでしたら。  

 

指導課長      市長。  

 

西田市長      榎本課長。  

 

指導課長      指導課長、榎本でございます。一例を申し上げますと、例

えばいじめアンケートの中に、今子どもたちの中で問題にな

っている言葉が、例えばうざい、きもい、ちょっと激しいの

になると締めるとか、それが日常的に飛び交うような学校も

あります。そういったところについて、アンケートの中にこ

のような言葉を例えば使わないようにしていますかというよ

うな文言を入れることで、これについて子どもたちの意識が

高まると、それに伴ってスマートフォン、携帯等でラインと

かでもそういった言葉を使わないようにしようというような

ことも広まっていくと、このようなことも見られていますの

で、それぞれ学校のほうで取り組んでいるところでございま

す。このように、まずは課題の言語環境については、我々の

ほうからも校長会議等で、生徒指導とか保護者の方々に常に

発信してございます。それが少しずつ広がってきているとい

うことかなと捉えております。  
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         以上です。  

 

教育長職務代理者  市長。  

 

西田市長      吉村職務代理者。  

 

教育長職務代理者  おっしゃるように、そのアンケート自体が行うことで意識

化していくというか、常に他者の目を意識するというところ

で、どうしてもいじめって籠もるところがあると思うので、

そこのところを常に他者の目を意識するというところの視点

はすごくいいと思いますので、ぜひ続けていただければと思

います。  

 

西田市長      ありがとうございました。  

 

熊倉委員      はい。  

 

西田市長      熊倉委員。  

 

熊倉委員      熊倉です。ありがとうございます。（３）番の佐倉市いじ

め防止子供サミット、今年度はＳＯＳの発信の仕方というテ

ーマで行われるということでお伺いしましたが、このＳＯＳ

の発信の仕方というのは、やはり子どものときにしっかりと

身につけておくと、大人になってからも嫌だであるとかしん

どい、つらいという気持ちをしっかりと誰かに伝えて、頼る、

助けてもらうということができるようになるのではないかな

とすごく思います。大人になってしまうと、そういった発信

がより一層できづらくなってしまったりということあると思

うのですが、子どもの頃から小学校、中学校時代の頃から、

そういった発信方法というのはしっかりと身につけておける

というのは、やはり長く人生歩んでいく中で、より豊かな環

境に身を置けるのではないかなというふうに思うので、ぜひ

先ほど柴内委員のほうからもお話ありましたが、このサミッ

ト内にとどめずに、しっかりと佐倉市全体の小学校、中学校

の児童生徒の皆さんにこういったものが発信されて、そして

浸透していくようにやっていただきたいなと思いますので、

よろしくお願いいたします。ありがとうございます。意見で

す。  
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西田市長      ありがとうございます。  

         ほかに。  

 

         （発言する者なし）  

 

西田市長      ないようなので、特になければ、次に進んでまいりたいと

思います。  

         いじめ問題に関しては社会全体で取組を進めていかなけれ

ばならない重要な課題であります。いじめを防止していく上

では、本日ご報告をいただいた予防に向けた意識啓発や実態

把握といった取組は極めて重要であると思います。引き続き

子どもたちや保護者の皆さんの安心につながる対応に努めて

いただきたいと思っております。  

 

②（仮称）佐倉市におけるこれからの学校のあり方に係る基本方針の策定及び

佐倉市教育施設長寿命化計画の改定について  

 

西田市長      続いて、報告事項の２点目、（仮称）佐倉市におけるこれ

からの学校のあり方に係る基本方針の策定及び佐倉市教育施

設長寿命化計画の改定について、事務局からの説明を求めま

す。  

 

教育総務課長    市長。  

 

西田市長      宮崎課長。  

 

教育総務課長    教育総務課長の宮崎でございます。（仮称）佐倉市におけ

るこれからの学校のあり方に係る基本方針の策定及び佐倉市

教育施設長寿命化計画の改定について説明させていただきま

す。資料はＡ３横長の資料３を御覧ください。  

         初めに、１の基本方針の策定背景でございます。近年、全

国的な少子化が進み、児童生徒数の減少に伴う学級数の減少

により、学校の小規模化が広がりつつあり、本市においても

全国と同様に、学級数の減少が見られます。このほかにも、

時代の変化、多様な教育ニーズ、学校施設の老朽化といった

様々な課題への対応が学校現場では求められております。こ

ういった諸課題がある中にあっても、引き続き本市の子ども

たちの資質、能力を一層確実に育成するために、望ましい学

校の在り方の基本方針策定に着手することといたしました。  
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         続いて、２の策定体制についてですが、基本方針の策定主

体は私ども教育委員会となります。策定に当たっては、模式

図にありますとおり、学識経験者や公募市民で構成される新

たな懇話会、児童生徒、保護者、教員等の関係者、教育委員

の皆様といった様々なお立場の方々から適宜ご意見をいただ

きながら、策定を進めてまいります。  

         ３の位置づけをお願いいたします。佐倉市の総合計画と第

３次佐倉市教育ビジョンを上位計画としまして、これに即し

つつ基本方針を策定してまいります。また、この基本方針を

踏まえまして、佐倉市教育施設長寿命化計画で学校規模や配

置、他施設との複合化などについて複数のシミュレーション

とロードマップを明示したいと考えております。  

         右上、４の作業、検討項目をお願いいたします。基本方針

策定のために、こちらに記載しております５項目をメインテ

ーマとして、現状整理、課題把握、将来目標の設定などを検

討してまいります。  

         最後に、５の策定スケジュールをお願いいたします。令和

６年度と７年度にかけて作業を進めてまいります。基本方針

は令和７年度の 11月頃、長寿命化計画は年度末の公表を目指

していきたいと考えております。  

         報告事項、（仮称）佐倉市におけるこれからの学校のあり

方に係る基本方針の策定及び佐倉市教育施設長寿命化計画の

改定についてのご説明は以上となります。よろしくお願いい

たします。  

 

西田市長      宮崎さん、ありがとうございました。  

         ただいまの説明について委員の皆さんからご意見等をお伺

いしたいと思います。よろしくお願いします。  

 

柴内委員      はい。  

 

西田市長      柴内委員。  

 

柴内委員      今ご説明いただいたのですけれども、この策定を予定して

いる基本方針の中に、今回の少子化の関係もあって、学校施

設の統廃合といった具体的な、その結論的なものが内容とし

て示されるのかどうか教えていただきたいのですけれども。  

 

教育総務課長    はい。  
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西田市長      宮崎課長。  

 

教育総務課長    今ご質問いただきました学校の統廃合についてですが、様

々な学校教育における問題を解決する一つの手段であると認

識しております。ただ、学校は地域コミュニティの中心とし

て、役割を有しておりますので、教育施設だけにとどまらな

い機能を担っていることはこちらでも承知しております。そ

うしたことから、この基本方針は今後急激に進行する少子化

の中にあっても、佐倉市に住んでいる子どもたちが望ましい

環境で、よりよい教育が受けられるように、市が目指すべき

姿を示すこととしまして、それを実現するための具体的な方

策は基本方針策定後に、保護者や地域の方々との意見交換を

行って検討を進めていくように考えております。  

         以上でございます。  

 

柴内委員      分かりました。ありがとうございます。  

 

西田市長      ありがとうございます。  

 

教育長職務代理者  市長。  

 

西田市長      吉村職務代理者。  

 

教育長職務代理者  ２番の策定体制のところなのですけれども、佐倉市におけ

るこれからの学校のあり方懇話会を設けられるということで

すが、現時点でそこの委員構成が書かれていますけれども、

どのような委員構成を考えていらっしゃるかということと、

あと中ほどに意識調査を実施というのがあるのですけれど

も、右下に策定スケジュールもありますが、どのような時期

に、どのようなアンケートをされる予定かというのを教えて

いただけますでしょうか。  

 

教育総務課長    はい。  

 

西田市長      宮崎課長。  

 

教育総務課長    まず、あり方懇話会の委員委員を構成についてですが、学

識経験者の方をお二人、市民公募の委員をお二人、佐倉市校
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長会からの代表者お二人、合計６名で組織しまして、それぞ

れのお立場から様々なご意見を頂戴したいと考えておりま

す。  

         それから、アンケートについてでございます。保護者や児

童生徒、教員、地域住民の方々へのアンケートですが、懇話

会でのご意見を踏まえて質問内容を整理しまして、今年の秋

頃に実施する予定でございます。  

         以上でございます。  

 

教育長職務代理者  ありがとうございました。  

 

西田市長      よろしいですか。  

 

菅谷委員      はい。  

 

西田市長      菅谷委員。  

 

菅谷委員      先ほど宮崎課長さんから説明があったとおり、統廃合につ

いてはやはり地域コミュニティの学校としての覚悟が一つ大

事だということですので、なかなか機械的に統廃合できると

いうことではないだろうと思います。いろいろ体制を取って

いただいていると思いますので、やはり急激な変化というよ

りもここにありますように、スケジュール組み合わせていた

だいて、各方面から意見を聞いていただくということが大事

だと思いますので、その辺しっかり体制つくっていただいて、

老朽化、少子化とも、もう避けられないことですので、その

辺のやり方というか、うまくやっていただければありがたい

かなと思います。  

 

西田市長      よろしいですか。  

 

         （発言する者なし）  

 

西田市長      ありがとうございました。未来の子どもたちが、よりよい

環境で充実した教育が受けられますよう、しっかりと今後議

論をしていただきたいと思います。  

         それでは、本日予定していた議事は全て終了いたしました。 

 

【事務連絡】  
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西田市長      この後、事務局から事務連絡があるようですので、よろし

くお願いいたします。  

 

企画政策課長    はい。  

 

西田市長      上野課長。  

 

企画政策課長    皆様、ありがとうございました。次回の会議の予定なので

すが、緊急の案件がなければ、例年同様来年の２月ぐらいを

めどに次回の会議を開催させていただければと思っておりま

す。具体的な内容や日程につきましては、今後調整させてい

ただき、ご案内を差し上げたいと考えております。どうぞよ

ろしくお願いいたします。  

 

西田市長      上野課長、ありがとうございました。  

         それでは、皆さんにおかれましては貴重な意見をいただき、

会議運営にご協力をいただきましたことに改めて御礼申し上

げます。  

         以上をもちまして令和６年度第１回佐倉市総合教育会議を

終了いたしたいと思います。ご協力ありがとうございました。 

 


